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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受信する振動子を有する超音波探触子と、
　前記超音波探触子を介して被検体に超音波を送信する送信部と、
　前記超音波探触子で受信した前記被検体からの反射エコー信号を所定利得で増幅してＲ
Ｆ信号を生成する受信部と、
　前記ＲＦ信号の位相を制御し、１点又は複数の収束点に対し超音波ビームを形成してＲ
Ｆ信号フレームデータを生成する整相加算部と、
　前記ＲＦ信号フレームデータを記憶するデータ記憶部と、　前記データ記憶部に記憶さ
れたＲＦ信号フレームデータに基づいて２次元断層画像を構成する２次元断層画像構成部
と、
　前記２次元断層画像について、２次元断層画像の取得位置に基づいて３次元座標変換を
行ない、断層ボリュームデータを生成する断層ボリュームデータ生成部と、
　前記断層ボリュームデータの輝度と不透明度に基づいてボリュームレンダリングを行な
い、３次元断層画像を構成する３次元断層画像構成部と、
　前記データ記憶部に記憶された複数のＲＦ信号フレームデータに基づいて２次元弾性画
像を構成する２次元弾性画像構成部と、
　前記２次元弾性画像について２次元弾性画像の取得位置に基づいて３次元座標変換を行
ない弾性ボリュームデータを生成する弾性ボリュームデータ生成部と、
　前記弾性ボリュームデータの弾性値と不透明度に基づいてボリュームレンダリングを行
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ない、３次元弾性画像を構成する３次元弾性画像構成部と、
　前記２次元断層画像と前記２次元弾性画像との合成、前記３次元断層画像と前記３次元
弾性画像との合成を行って合成画像を生成する合成処理部と、
　前記合成画像、前記２次元断層画像、前記２次元弾性画像、前記３次元断層画像及び前
記３次元弾性画像を表示する表示部と、
　前記送信部乃至前記表示部を制御する制御部と、
　前記制御部に各種入力を行なう操作部と、
　を備えた超音波診断装置であって
　前記弾性ボリュームデータの所定の基準値を基準にして硬い部位に相当する弾性ボリュ
ームデータを第１の色に色付けし、軟らかい部位に相当する弾性ボリュームデータを第２
の色に色付けし、前記第１の色に色付けした弾性ボリュームデータと前記第２の色に色付
けした弾性ボリュームデータとに分離する弾性ボリュームデータ分離部を備え、
　前記制御部は、前記第１の色の弾性ボリュームデータをボリュームレンダリングして第
１の色の３次元弾性画像を構成し、前記第２の色の弾性ボリュームデータをボリュームレ
ンダリングして第２の色の３次元弾性画像を前記３次元弾性画像構成部に構成させ、
前記第１の色の３次元弾性画像と前記第２の色の３次元弾性画像とを前記合成処理部に合
成させて合成３次元弾性画像を生成させ、
　前記合成３次元弾性画像を前記表示部に表示させることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記弾性ボリュームデータ分離部は、前記硬い部位に該当する弾性ボリュームデータを
青色、前記軟らかい部位に該当する弾性ボリュームデータを赤色に色付けすることを特徴
とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記弾性ボリュームデータ分離部は、前記弾性ボリュームデータにおける最も硬い弾性
値から所定値分軟らかい弾性値の位置である第１の基準値を基準にして、前記第１の基準
値の弾性値よりも硬い弾性値を持つ弾性ボリュームデータと、前記弾性ボリュームデータ
における最も軟らかい弾性値から所定値分硬い弾性値の位置である第２の基準値を基準に
して、前記第２の基準値の弾性値よりも軟らかい弾性値を持つ弾性ボリュームデータとに
分離することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記弾性ボリュームデータ分離部は、前記弾性ボリュームデータの所定の基準値を基準
にして、前記硬い部位に相当する前記第１の色に色付けされる弾性ボリュームデータと、
前記軟らかい部位に相当する前記第２の色に色付けされる弾性ボリュームデータと、前記
硬い部位と前記軟らかい部位の間の平均的な硬さを持つ部位に相当する第３の色に色付け
される弾性ボリュームデータとに前記弾性ボリュームデータを分離し、
　前記３次元弾性画像構成部は、前記第３の色の平均的な硬さを持つ部位の弾性ボリュー
ムデータをボリュームレンダリングして第３の色の平均的な硬さを持つ部位の３次元弾性
画像を構成し、前記第１の色の硬い部位の３次元弾性画像と前記第２の色の軟らかい部位
の３次元弾性画像と前記第３の色の平均的な硬さを持つ部位の３次元弾性画像を合成して
前記合成３次元弾性画像を構成することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記弾性ボリュームデータ分離部は、前記硬い部位に該当する弾性ボリュームデータを
青色、前記軟らかい部位に該当する弾性ボリュームデータを赤色、前記平均的な硬さを持
つ部位に該当する弾性ボリュームデータを緑色に色付けされるように設定することを特徴
とする請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記第１の色の部位の３次元弾性画像と前記第２の色の部位の３次元弾性画像のどちら
かを優先表示するために選択する優先表示設定部を備え、
　前記合成処理部は、優先表示が選択された前記第１の色あるいは前記第２の色の部位の
３次元弾性画像の一方を前面に、優先表示が選択されない他方を背面に配置し、前面の前
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記第１の色の硬いあるいは前記第２の色の軟らかい部位の３次元弾性画像の背面に配置さ
れる他方に前面に配置される一方を上書きして前記合成３次元弾性画像を構成することを
特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記表示部は、優先表示が選択された前記第１の色あるいは前記第２の色の部位の３次
元弾性画像の選択を示す選択マークを表示することを特徴とする請求項６記載の超音波診
断装置。
【請求項８】
　前記合成処理部は、前記第１の色の部位の３次元弾性画像と前記第２の色の部位の３次
元弾性画像とが表示画素毎に加算合成して前記合成３次元弾性画像を構成することを特徴
とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記加算合成の際に前記第１の色の部位の３次元弾性画像と前記第２の色の部位の３次
元弾性画像のそれぞれの半透明度を示す設定割合を設定する設定割合設定部を備え、
　前記合成処理部は、前記設定割合に基づき前記第１の色の部位の３次元弾性画像と前記
第２の色の部位の３次元弾性画像とを表示画素毎に加算合成することを特徴とする請求項
８記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記設定割合設定部は、前記表示部に表示される割合設定バーに前記設定割合を設定す
ることを特徴とする請求項９記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を利用し、被検体の生体組織の硬さ又は軟らかさを示す3次元弾性画
像を表示する超音波診断装置及び超音波画像表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波探触子により被検体内部に超音波を送信し、被検体内部の生
体組織から受信される受信信号に基づいて3次元断層画像と3次元弾性画像を得て表示する
ことができる。　
　3次元断層画像に3次元弾性画像を重ねて表示する際に、3次元弾性画像の硬い部位又は
軟らかい部位の形状や容積を認識できるように3次元断層画像の不透明度を設定すること
が行なわれている。(例えば、特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2008-259605号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献1には、3次元断層画像の不透明度を設定することが開示されているが、弾
性ボリュームデータを弾性値に基づいて分離して、それぞれ又は少なくとも1つボリュー
ムレンダリングを行なうことが開示されていない。そのため、特許文献1では、例えば、
硬い部位と軟らかい部位が混合してボリュームレンダリングされ、3次元弾性画像が構成
されてしまう。よって、操作者が硬い部位を観察したい場合、硬い部位が軟らかい部位に
隠れてしまい、硬い部位の広がりを把握できない可能性があった。
　本発明の目的は、弾性ボリュームデータを硬い部位と軟らかい部位に分離してボリュー
ムレンダリングを行ない、一方の部位(軟らかい部位)の3次元弾性画像が他方の部位(硬い
部位)の3次元弾性画像の観察を妨げない3次元弾性画像を構成することにある。
【課題を解決するための手段】



(4) JP 5653045 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

【０００５】
　本発明の目的を達成するため、超音波を送受信する振動子を有する超音波探触子と、前
記超音波探触子を介して被検体に超音波を送信する送信部と、前記超音波探触子で受信し
た前記被検体からの反射エコー信号を所定利得で増幅してRF信号を生成する受信部と、前
記RF信号の位相を制御し、1点又は複数の収束点に対し超音波ビームを形成してRF信号フ
レームデータを生成する整相加算部と、前記RF信号フレームデータを記憶するデータ記憶
部と、前記データ記憶部に記憶されたRF信号フレームデータに基づいて2次元断層画像を
構成する2次元断層画像構成部と、前記2次元断層画像について、2次元断層画像の取得位
置に基づいて3次元座標変換を行ない、断層ボリュームデータを生成する断層ボリューム
データ生成部と、前記断層ボリュームデータの輝度と不透明度に基づいてボリュームレン
ダリングを行ない、3次元断層画像を構成する3次元断層画像構成部と、前記データ記憶部
に記憶された複数のRF信号フレームデータに基づいて2次元弾性画像を構成する2次元弾性
画像構成部と、前記2次元弾性画像について2次元弾性画像の取得位置に基づいて3次元座
標変換を行ない弾性ボリュームデータを生成する弾性ボリュームデータ生成部と、前記弾
性ボリュームデータの弾性値と不透明度に基づいてボリュームレンダリングを行い、3次
元弾性画像を構成する3次元弾性画像構成部と、前記2次元断層画像と前記2次元弾性画像
との合成、前記3次元断層画像と前記3次元弾性画像との合成を行って合成画像を生成する
合成処理部と、前記合成画像、前記2次元断層画像、前記2次元弾性画像、前記3次元断層
画像及び前記3次元弾性画像を表示する表示部と、前記送信部乃至前記表示部を制御する
制御部と、前記制御部に各種入力を行なう操作部と、を備えた超音波診断装置であって、
前記弾性ボリュームデータの所定の基準値を基準にして硬い部位に相当する弾性ボリュー
ムデータを第1の色に色付けし、軟らかい部位に相当する弾性ボリュームデータを第2の色
に色付けし、前記第1の色に色付けした弾性ボリュームデータと前記第2の色に色付けした
弾性ボリュームデータとに分離する弾性ボリュームデータ分離部を備え、前記制御部は、
前記第1の色の弾性ボリュームデータをボリュームレンダリングして第1の色の3次元弾性
画像を構成し、前記第2の色の弾性ボリュームデータをボリュームレンダリングして第2の
色の3次元弾性画像を前記3次元弾性画像構成部に構成させ、前記第1の色の3次元弾性画像
と前記第2の色の3次元弾性画像とを前記合成処理部に合成させて合成3次元弾性画像を生
成させ、前記合成3次元弾性画像を前記表示部に表示させる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、弾性ボリュームデータを硬い部位と軟らかい部位に分離してボリュー
ムレンダリングを行なうため、一方の部位の3次元弾性画像が他方の部位の3次元弾性画像
の観察を妨げない3次元弾性画像を構成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の全体構成のブロック図を示す図。
【図２】本発明の実施例1における3次元弾性画像構成部118を示す図。
【図３】本発明の弾性ボリュームデータ分離部200を示す図。
【図４】本発明の表示部120の一表示形態を示す図。
【図５】本発明の表示部120の一表示形態を示す図。
【図６】本発明の表示部120の一表示形態を示す図。
【図７】本発明の実施例2における3次元弾性画像構成部118を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　(実施例1)
本発明を適用した超音波診断装置100について、図1を用いて説明する。
図1に示すように、超音波診断装置100には、被検体101に当接させて用いる超音波探触子1
02と、超音波探触子102を介して被検体101に一定の時間間隔をおいて超音波を繰り返し送
信させる送信部105と、被検体101から反射した反射エコー信号を受信する受信部106と、
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送信部105と受信部106を制御する送受信制御部107と、受信部106で受信された反射エコー
を整相加算する整相加算部108とが備えられている。
超音波探触子102は、複数の振動子を配設して形成されており、被検体101に振動子を介し
て超音波を送受信する機能を有している。超音波探触子102は、矩形又は扇形をなす複数
の振動子からなり、複数の振動子の配列方向と直交する方向に振動子を機械的に振り、超
音波を3次元に送受信することができる。なお、超音波探触子102は、複数の振動子が2次
元配列され、超音波の送受信を電子的に制御することができるものでもよい。
送信部105は、超音波探触子102の振動子を駆動して超音波を発生させるための送波パルス
を生成する。送信部105は、送信される超音波の収束点をある深さに設定する機能を有し
ている。また、受信部106は、超音波探触子102で受信した反射エコー信号について所定の
ゲインで増幅してRF信号すなわち受信信号を生成するものである。超音波送受信制御部10
7は、送信部105や受信部106を制御するためのものである。
整相加算部108は、受信部106で増幅されたRF信号の位相を制御し、1点又は複数の収束点
に対し超音波ビームを形成してRF信号フレームデータ(RAWデータに相当)を生成するもの
である。
さらに、超音波診断装置100には、整相加算部108で生成されたRF信号フレームデータを記
憶するデータ記憶部109と、データ記憶部109に記憶されたRF信号フレームデータに基づい
て2次元断層画像を構成する2次元断層画像構成部113と、2次元断層画像構成部113で構成
された2次元断層画像について、2次元断層画像の取得位置に基づいて3次元座標変換を行
ない、断層ボリュームデータを生成する断層ボリュームデータ生成部114と、
断層ボリュームデータの輝度と不透明度に基づいてボリュームレンダリングを行ない、3
次元断層画像を構成する3次元断層画像構成部115と、データ記憶部109に記憶された複数
のRF信号フレームデータに基づいて2次元弾性画像を構成する2次元弾性画像構成部116と
、2次元弾性画像構成部116で構成される2次元弾性画像について、2次元弾性画像の取得位
置に基づいて3次元座標変換を行ない、弾性ボリュームデータを生成する弾性ボリューム
データ生成部117と、弾性ボリュームデータの弾性値と不透明度に基づいてボリュームレ
ンダリングを行い、3次元弾性画像を構成する3次元弾性画像構成部118と、2次元断層画像
と2次元弾性画像とを合成したり、3次元断層画像と3次元弾性画像とを合成したりする合
成処理部119と、合成処理部119で合成された合成画像、2次元断層画像等を表示する表示
部120とが備えられている。
また、超音波診断装置100には、上記各構成要素を制御する制御部103と、制御部103に各
種入力を行なう操作部104を備えている。操作部104は、キーボードやトラックボール等を
備えている。
2次元断層画像構成部113は、制御部103における設定条件に基づいて、データ記憶部109か
ら出力されるRF信号フレームデータを入力してゲイン補正、ログ圧縮、検波、輪郭強調、
フィルタ処理等の信号処理を行ない、2次元断層画像を構成する。
【００１０】
　超音波探触子2は、超音波の送受信と同時に送受信方向(θ、φ)を計測することができ
、断層ボリュームデータ生成部114は、2次元断層画像の取得位置に相当する送受信方向(
θ、φ)に基づいて、複数の2次元断層画像について3次元変換を行ない、断層ボリューム
データを生成する。
3次元断層画像構成部115は、断層ボリュームデータから3次元断層画像を構成する次式(1)
～(3)を用いてボリュームレンダリングを行なう。
【００１１】
【数１】

　C(i)は作成される2次元投影面上のある点から3次元断層画像を見た場合、視線上i番目
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に存在するボクセルの輝度値である。Cout(i)は、出力されるピクセル値である。例えば
、視線上にNボクセルの輝度値が並んだとき、i=0～N-1までを積算した輝度値Cout(N-1)が
最終的に出力されるピクセル値となる。Cout(i-1)はi-1番目までの積算値を示す。
【００１２】
　また、A(i)は視線上i番目に存在する輝度値の不透明度であり、上記(3)に示すとおり、
0～1.0の値をとる断層不透明度テーブル(断層オパシティテーブル)である。断層不透明度
テーブルは、輝度値から不透明度を参照することによって、出力する2次元投影面(3次元
断層画像)上への寄与率を決定する。
【００１３】
　S(i)は、輝度C(i)とその周辺の画素値より求めた勾配より算定される陰影付けのための
重み成分で、たとえば、光源とボクセルiを中心とした面の法線が一致する場合、もっと
も強く反射するため1.0が与えられ、光源と法線が直交する場合には0.0が与えられるなど
の強調効果を指し示す。
【００１４】
　Cout(i)、Aout(i)は、ともに0を初期値としている。上記(2)に示されるように、Aout(i
)はボクセルを通過するたびに積算され1.0に収束される。よって、上記(1)に示されるよ
うにi-1番目までの不透明度の積算値Aout(i-1)が約1.0となった場合、i番目以降の輝度値
C(i)は出力画像に反映されない。
【００１５】
　2次元弾性画像構成部116は、データ記憶部109に記憶された複数のRF信号フレームデー
タから変位を計測する。そして、2次元弾性画像構成部116は、計測した変位に基づいて弾
性値を演算し、2次元弾性画像を構成する。弾性値とは、歪み、弾性率、変位、粘性、歪
み比等の弾性情報のいずれかである。
【００１６】
　弾性ボリュームデータ生成部117は、2次元弾性画像の取得位置に相当する送受信方向(
θ、φ)に基づいて、複数の2次元弾性画像について3次元変換を行ない、弾性ボリューム
データを生成する。
【００１７】
　3次元弾性画像構成部118は、弾性値に基づいて弾性ボリュームデータを複数に分離し、
分離された弾性ボリュームデータについてボリュームレンダリングを行ない、3次元弾性
画像を構成する。具体的に、図2を用いて3次元弾性画像構成部118を説明する。
【００１８】
　3次元弾性画像構成部118は、弾性ボリュームデータを弾性値に基づいて複数の弾性ボリ
ュームデータに分離する弾性ボリュームデータ分離部200と、弾性ボリュームデータ分離
部200で分離された一方の弾性ボリュームデータを記憶する第1弾性ボリュームデータ記憶
部201と、第1ボリュームデータ記憶部201に記憶された弾性ボリュームデータについてボ
リュームレンダリングを行ない、3次元弾性画像を構成する第1弾性レンダリング演算部20
2と、弾性ボリュームデータ分離部200で分離された他方の弾性ボリュームデータを記憶す
る第2弾性ボリュームデータ記憶部205と、第2ボリュームデータ記憶部205に記憶された弾
性ボリュームデータについてボリュームレンダリングを行ない、3次元弾性画像を構成す
る第2弾性レンダリング演算部206と、第1弾性レンダリング演算部202と第2弾性レンダリ
ング演算部206から出力される複数の3次元弾性画像を合成する3次元弾性画像合成部207と
からなる。
【００１９】
　弾性ボリュームデータ分離部200について、図3を用いて説明する。弾性ボリュームデー
タ分離部200は、図3(a)又は図3(b)に示す分離手法を用いて弾性ボリュームデータを分離
する。
【００２０】
　図3(a)と図3(b)には、弾性ボリュームデータ生成部117から出力される弾性ボリューム
データにおける、歪み、弾性率等の弾性値及び頻度の関係を示すヒストグラムと、弾性ボ
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リュームデータを分離するためのラインが示されている。
【００２１】
　まず、図3(a)に示す弾性ボリュームデータの分離手法について説明する。曲線300は、
弾性ボリュームデータの弾性値と頻度の関係を示すヒストグラムである。ライン302は、
弾性ボリュームデータの内、最も硬い弾性値を示すマークである。ライン304は、弾性ボ
リュームデータの所定の基準値を示すマークである。ライン306は、弾性ボリュームデー
タの内、最も軟らかい弾性値を示すマークである。カラーバー308は、弾性ボリュームデ
ータの所定の基準値を基準にして、青色と赤色に色分けされていることを示している。カ
ラーバー308は、白黒図面であるためグラデーションが鮮明ではないが、例えば、青色(赤
色)に色分けされた弾性値において、弾性値が高いほど青色(赤色)が濃くなり、弾性値が
低いほど青色(赤色)が薄くなることが設定されている。
【００２２】
　弾性ボリュームデータ分離部200は、弾性ボリュームデータの所定の基準値を基準にし
て、硬い部位と軟らかい部位とに弾性ボリュームデータを2つに分離する。所定の基準値
とは、例えば、弾性ボリュームデータの平均値、中央値、最頻値等のいずれかである。弾
性ボリュームデータの平均値は、弾性ボリュームデータの弾性値を全て加算し、弾性ボリ
ュームデータの総数で割った値である。弾性ボリュームデータの中央値は、弾性ボリュー
ムデータの弾性値において、最も硬い弾性値と最も軟らかい弾性値の中央に位置する値で
ある。弾性ボリュームデータの最頻値は、曲線300で示されるヒストグラムにおいて最も
頻度が高いところに位置する値である。
【００２３】
　操作者は、操作部104の操作に基づく制御部103の制御によって、弾性ボリュームデータ
分離部200に対し、弾性ボリュームデータを構成する弾性値の平均値、中央値、最頻値等
の内、どの値を所定の基準値とするかを選択することができ、選択された値に基づいて基
準値を設定させる。弾性ボリュームデータ分離部200は、設定された基準値を基準にして
弾性ボリュームデータを分離する。なお、初期設定では、青色と赤色とによる弾性値の色
付け幅が同じ幅になるため、弾性ボリュームデータの中央値が弾性ボリュームデータ分離
部200に設定されている。
【００２４】
　また、弾性ボリュームデータ分離部200は、上記のように設定された弾性ボリュームデ
ータの所定の基準値を示すライン304を基準にして、硬い部位に該当する左側の弾性ボリ
ュームデータを青色、軟らかい部位に該当する右側の弾性ボリュームデータを赤色に色付
けされるように設定する。このように、分離された弾性ボリュームデータには、それそれ
、弾性値に応じてカラー値(青色、赤色)が付与される。
【００２５】
　図3(b)に示す弾性ボリュームデータの分離手法について説明する。図3(a)の分離手法と
異なる点は、弾性ボリュームデータ分離部200は、青色以外の色から青色に変わる位置、
赤色以外の色から赤色に変わる位置を基準値とし、硬い部位と軟らかい部位とに弾性ボリ
ュームデータを2つに分離する点である。
【００２６】
　曲線300とライン302とライン304とライン306については、図3(a)と同様であるため、説
明を省略する。ライン310は、弾性ボリュームデータの内、青色以外の色から青色に変わ
る位置を示すマークである。ライン312は、弾性ボリュームデータの内、赤色以外の色か
ら赤色に変わる位置を示すマークである。カラーバー314は、弾性ボリュームデータの所
定の基準値を基準にして、青色と赤色と緑色に色分けされていることを示している。カラ
ーバー314は、白黒図面であるためグラデーションが鮮明ではないが、例えば、青色(赤色
、緑色)に色分けされた弾性値において、弾性値が高いほど青色(赤色、緑色)が濃くなり
、弾性値が低いほど青色(赤色、緑色)が薄くなることが設定されている。
【００２７】
　本実施例では、最も硬い弾性値から所定値分(例えば20％)軟らかい弾性値の位置を青色
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以外の色から青色に変わる位置とする。また、最も軟らかい弾性値から所定値分(例えば2
0％)硬い弾性値の位置を赤色以外の色から赤色に変わる位置とする。
【００２８】
　弾性ボリュームデータ分離部200は、最も硬い弾性値から所定値分軟らかい弾性値の位
置である基準値を基準にして、基準値の弾性値よりも硬い弾性値を持つ弾性ボリュームデ
ータを分離する。そして、弾性ボリュームデータ分離部200は、分離された弾性ボリュー
ムデータに青色を付与する。つまり、硬い部位の弾性値(ライン302とライン310の間の弾
性値)の弾性ボリュームデータについては青色が付与される。
【００２９】
　弾性ボリュームデータ分離部200は、最も軟らかい弾性値から所定値分硬い弾性値の位
置である基準値を基準にして、基準値の弾性値よりも軟らかい弾性値を持つ弾性ボリュー
ムデータを分離する。そして、弾性ボリュームデータ分離部200は、分離された弾性ボリ
ュームデータに赤色を付与する。つまり、軟らかい部位の弾性値(ライン312とライン306
の間の弾性値)の弾性ボリュームデータについては赤色が付与される。
【００３０】
　なお、青色以外の色若しくは赤色以外の色とは、緑色である。緑色が付与されている部
位は、弾性ボリュームデータにおいて平均的な硬さを持つ部位である。
【００３１】
　また、上記では、弾性ボリュームデータ分離部200が分離された弾性ボリュームデータ
に色情報を付与したが、弾性ボリュームデータ生成部117が弾性ボリュームデータを生成
する際に弾性値に応じて色情報を付与してもよい。弾性ボリュームデータ分離部200は、
弾性ボリュームデータ生成部117で付与された色情報(RGB値)に基づいて弾性ボリュームデ
ータを分離することもできる。
【００３２】
　第1弾性ボリュームデータ記憶部201は、弾性ボリュームデータ分離部200において所定
の基準値を基準にして分離された硬い部位(青色)に相当する弾性ボリュームデータを記憶
する。
【００３３】
　第1弾性レンダリング演算部202は、硬い部位(青色)に相当する弾性ボリュームデータに
ついて、下記式(4)～(6)を用いてボリュームレンダリングを行ない、硬い部位(青色)の3
次元弾性画像を作成する。
【００３４】
【数２】

　E(i)は作成される2次元投影面上のある点から3次元弾性画像を見た場合の視線上i番目
に存在する弾性値である。Eout(i)は、出力されるピクセル値である。例えば、視線上にN
ボクセルの弾性値が並んだとき、i=0～N-1まで弾性値を積算した積算値Eout(N-1)が最終
的に出力されるピクセル値となる。Eout(i-1)はi-1番目までの積算値を示す。また、A(i)
は視線上i番目に存在する弾性値の不透明度であり、式(6)に示す弾性不透明度テーブルで
ある。なお、硬い部位(青色)に相当する弾性ボリュームデータにおいて、弾性値が存在し
ないところについては、弾性値が積算されない。
【００３５】
　S(i)は弾性値E(i)とその周辺の弾性値より求めた勾配より算定される陰影付けのための
重み成分で、たとえば、光源とボクセルiを中心とした面の法線が一致する場合、もっと
も強く反射するため1.0が与えられ、光源と法線が直交する場合には0.0が与えられるなど
の強調効果を指し示す。
【００３６】
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　Eout(i)、Aout(i)はともに0を初期値とし、式(5)に示される様にAout(i)はボクセルを
通過するたびに積算され1.0に収束する。よって、式(4)に示されるようにi-1番目までの
ボクセルの不透明度の積算値Aout(i-1)が約1.0となった場合、i番目以降のボクセル値E(i
)は出力画像に反映されない。
【００３７】
　第2弾性ボリュームデータ記憶部205は、弾性ボリュームデータ分離部200において所定
の基準値を基準にして分離された軟らかい部位(赤色)に相当する弾性ボリュームデータを
記憶する。
【００３８】
　第2弾性レンダリング演算部206は、軟らかい部位(赤色)に相当する弾性ボリュームデー
タについて、上記式(4)～(6)を用いてボリュームレンダリングを行ない、軟らかい部位(
赤色)の3次元弾性画像を作成する。
【００３９】
　3次元弾性画像合成部207は、第1弾性レンダリング演算部202と第2弾性レンダリング演
算部206から出力される複数の3次元弾性画像を合成する。合成処理部119は、合成された3
次元弾性画像と3次元断層画像を合成する。具体的に、図4～図6を用いて3次元弾性画像合
成部207を説明する。
【００４０】
　3次元弾性画像合成部207は、図4に示すように、硬い部位(青色)の3次元弾性画像400と
軟らかい部位(赤色)の3次元弾性画像402とが並列に表示部120に表示されるように合成す
ることができる。よって、操作者は、硬い部位(青色)の3次元弾性画像400と軟らかい部位
(赤色)の3次元弾性画像402をそれぞれ比較して確認することができる。
【００４１】
　また、3次元弾性画像合成部207は、図5に示すように、硬い部位(青色)の3次元弾性画像
400と軟らかい部位(赤色)の3次元弾性画像402を表示画素毎に重ね合わせて表示部120に表
示されるように合成することができる。表示部120には、合成された3次元弾性画像の他に
硬い部位(青色)の3次元弾性画像400と軟らかい部位(赤色)の3次元弾性画像402のどちらか
を優先表示するための優先表示設定部500が表示されている。
【００４２】
　優先表示設定部500には、硬い部位(青色)と軟らかい部位(赤色)を選択したことを示す
選択マーク502が表示されている。図5では、硬い部位(青色)の3次元弾性画像400が優先表
示されるように設定されている。
【００４３】
　図5のように、硬い部位(青色)の3次元弾性画像400が優先表示されるように設定された
場合、3次元弾性画像合成部207は、軟らかい部位(赤色)の3次元弾性画像402を背面にし、
硬い部位(青色)の3次元弾性画像400を前面にして表示する。つまり、硬い部位(青色)の3
次元弾性画像400が軟らかい部位(赤色)の3次元弾性画像402上に上書きされて表示される
ことになる。よって、操作者は、硬い部位(青色)の3次元弾性画像400と軟らかい部位(赤
色)の3次元弾性画像402が合成されても、硬い部位(青色)を常に確認することができる。
【００４４】
　また、3次元弾性画像合成部207は、図6に示すように、硬い部位(青色)の3次元弾性画像
400と軟らかい部位(赤色)の3次元弾性画像402とが表示画素毎に加算されて表示されるよ
うに合成することができる。
【００４５】
　3次元弾性画像合成部207は、硬い部位(青色)の3次元弾性画像400と軟らかい部位(赤色)
の3次元弾性画像402を設定された設定割合αで表示画素毎に加算して次式を用いて合成す
る。設定割合αとは、硬い部位(青色)の3次元弾性画像400と軟らかい部位(赤色)の3次元
弾性画像402のそれぞれの半透明度(透過性)を設定するものであり、操作部104の操作に基
づく制御部103の制御によって任意に設定される。設定割合αは、0以上1以下である。
【００４６】
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【数３】

　よって、操作者は、硬い部位(青色)の3次元弾性画像400における硬さ情報と、軟らかい
部位(赤色)の3次元弾性画像402における硬さ情報とを相互に確認することができる。
【００４７】
　図6には、設定割合αを設定するための割合設定部600と設定割合を変更するための割合
設定バー602が表示されている。割合設定バー602を中央より左側に寄せると、硬い部位(
青色)の3次元弾性画像400が軟らかい部位(赤色)の3次元弾性画像402に対して強調される
ように、3次元弾性画像合成部207はαの値を小さくする。割合設定バー602を中央より右
側に寄せると、軟らかい部位(赤色)の3次元弾性画像402が硬い部位(青色)の3次元弾性画
像400に対して強調されるように、3次元弾性画像合成部207はαの値を大きくする。
【００４８】
　例えば、割合設定バー602を中央にすると、αの値は0.5になり、硬い部位(青色)の3次
元弾性画像400と軟らかい部位(赤色)の3次元弾性画像402がそれぞれ半透明に表示される
。割合設定バー602を左端にすると、αの値は0になり、硬い部位(青色)の3次元弾性画像4
00のみが表示される。割合設定バー602を右端にすると、αの値は1になり、軟らかい部位
(赤色)の3次元弾性画像402のみが表示される。
【００４９】
　合成処理部119は、図示しないが、並列、重ね合わせ、又は加算されて合成される硬い
部位(青色)の3次元弾性画像400及び軟らかい部位(赤色)の3次元弾性画像402と、3次元断
層画像を表示画素毎にそれぞれ合成して表示することができる。3次元弾性画像400及び3
次元弾性画像402と3次元断層画像の合成とは、例えば、3次元弾性画像400及び3次元弾性
画像402を半透明にして3次元断層画像上に表示して、3次元弾性画像400及び3次元弾性画
像402における硬さ情報と3次元断層画像における組織情報とが相互に確認できるように表
示することを意味する。
【００５０】
　なお、図4～図6に示す表示部120の表示形態の切り換えについては、操作部104の操作に
基づく制御部103の制御によって、行なうことができる。
【００５１】
　以上、本発明の実施例1によれば、弾性ボリュームデータを分離してボリュームレンダ
リングを行ない、3次元弾性画像を構成することができ、操作者は、硬い部位、軟らかい
部位を相互に把握することができる。
【００５２】
　(実施例2)
　ここで、実施例2を図1～図7を用いて説明する。実施例1と異なる点は、弾性ボリューム
データの所定の基準値を基準にして、硬い部位(青色)と軟らかい部位(赤色)の他に平均的
な硬さを持つ部位(緑色)について弾性ボリュームデータを分離し、分離された弾性ボリュ
ームデータについてボリュームレンダリングを行ない、3次元弾性画像を構成する点であ
る。具体的に、図7を用いて3次元弾性画像構成部118を説明する。
【００５３】
　3次元弾性画像構成部118は、弾性ボリュームデータを弾性値に基づいて、硬い部位(青
色)、軟らかい部位(赤色)、平均的な硬さを持つ部位(緑色)に弾性ボリュームデータを分
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離する弾性ボリュームデータ分離部700と、弾性ボリュームデータ分離部700で分離された
硬い部位(青色)に相当する弾性ボリュームデータを記憶する第1弾性ボリュームデータ記
憶部201と、第1ボリュームデータ記憶部201に記憶された弾性ボリュームデータについて
ボリュームレンダリングを行ない、3次元弾性画像を構成する第1弾性レンダリング演算部
202と、弾性ボリュームデータ分離部700で分離された軟らかい部位(赤色)に相当する弾性
ボリュームデータを記憶する第2弾性ボリュームデータ記憶部205と、第2ボリュームデー
タ記憶部205に記憶された弾性ボリュームデータについてボリュームレンダリングを行な
い、3次元弾性画像を構成する第2弾性レンダリング演算部206と、弾性ボリュームデータ
分離部700で分離された平均的な硬さを持つ部位(緑色)に相当する弾性ボリュームデータ
を記憶する第3弾性ボリュームデータ記憶部701と、第3ボリュームデータ記憶部701に記憶
された弾性ボリュームデータについてボリュームレンダリングを行ない、3次元弾性画像
を構成する第3弾性レンダリング演算部702と、第1弾性レンダリング演算部202と第2弾性
レンダリング演算部206と第3弾性レンダリング演算部702から出力される複数の3次元弾性
画像を合成する3次元弾性画像合成部703とからなる。
【００５４】
　弾性ボリュームデータ分離部700は、図3(b)に示す弾性ボリュームデータの分離手法を
用いて弾性ボリュームデータを分離する。弾性ボリュームデータ分離部700は、青色以外
の色から青色に変わる位置、赤色以外の色から赤色に変わる位置を基準値とし、硬い部位
と軟らかい部位と平均的な硬さを持つ部位とに弾性ボリュームデータを3つに分離する。
【００５５】
　第1弾性ボリュームデータ記憶部201と第1弾性レンダリング演算部202と第2弾性ボリュ
ームデータ記憶部205と第2弾性レンダリング演算部206とについては、実施例1で説明した
ため、説明は省略する。
【００５６】
　弾性ボリュームデータ分離部700は、最も硬い弾性値から所定値分軟らかい弾性値の位
置である第1基準値と、最も軟らかい弾性値から所定値分硬い弾性値の位置である第2基準
値とを基準にして、第1基準値と第2基準値の間に相当する平均的な硬さを持つ部位の弾性
ボリュームデータを分離する。そして、弾性ボリュームデータ分離部700は、分離された
弾性ボリュームデータに緑色を付与する。つまり、平均的な硬さを持つ部位の弾性値(ラ
イン310とライン312の間の弾性値)の弾性ボリュームデータについては緑色が付与される
。
【００５７】
　第3弾性ボリュームデータ記憶部701は、弾性ボリュームデータ分離部701において所定
の基準値を基準にして分離された平均的な硬さを持つ部位(緑色)に相当する弾性ボリュー
ムデータを記憶する。
【００５８】
　第3弾性レンダリング演算部703は、平均的な硬さを持つ部位(緑色)に相当する弾性ボリ
ュームデータについて、上記式(4)～(6)を用いてボリュームレンダリングを行ない、平均
的な硬さを持つ部位(緑色)の3次元弾性画像を作成する。
【００５９】
　3次元弾性画像合成部703は、第1弾性レンダリング演算部202と第2弾性レンダリング演
算部206と第3弾性レンダリング演算部702から出力される複数の3次元弾性画像を合成する
。具体例については、図4～図6の表示形態と同様であり、2つの画像合成パラメータを3つ
の画像合成パラメータに置き換えるのみであるので、説明は省略する。
【００６０】
　以上、本発明の実施例2によれば、弾性ボリュームデータを分離してボリュームレンダ
リングを行ない、3次元弾性画像を構成することができ、操作者は、硬い部位、軟らかい
部位、平均的な硬さを持つ部位を相互に把握することができる。
【００６１】
　なお、実施例1では、弾性ボリュームデータを2つに分離し、実施例2では、弾性ボリュ
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ームデータを3つに分離したが、弾性ボリュームデータを4つ以上に分離してもよい。
【符号の説明】
【００６２】
　100　超音波診断装置、102　超音波探触子、103　制御部、104　操作部、105　送信部
、106　受信部、107　送受信制御部、108　整相加算部、109　データ記憶部、113　2次元
断層画像構成部、114　断層ボリュームデータ生成部、115　3次元断層画像構成部、116　
2次元弾性画像構成部、117　弾性ボリュームデータ生成部、118　3次元弾性画像構成部、
119　合成処理部、120　表示部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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